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制度の概要

発注者支援業務等とは、以下の道路、河川・ダム等における業務をいいます。
 発注者支援業務（積算技術業務、工事監督支援業務及び技術審査業務）
 公物管理補助業務（河川巡視支援業務、河川許認可審査支援業務、ダム管理支援業務、堰・排水機場等管理支援業務及び道路許認可

審査・適正化指導業務）
 用地補償総合技術業務

一．平成２３年度より発注者支援業務等に係る入札は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平
成１８年法律第５１号。以下「法」という。）第２条第７項で規定する民間競争入札の対象に

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第六号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と
いう。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（法第１０条第四号）

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの（法第１０条
第六号）

 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの（法第１０条第七号）
 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその事業活動を支配する者（法第１０条第八号）
 その者の親会社等（その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。）が前各号の

いずれかに該当する者（法第１０条第九号）

二．競争参加資格要件として、法で定める欠格事由のうち暴力団排除に関する以下の要件を追加

 上記二．に掲げる要件への該当の有無を警察庁へ意見聴取するため、入札参加事業者は別途配布される「暴力団排除に関する欠格事
由の確認について」に基づき、当整備局が行う警察庁への意見聴取に協力しなければならない。

 なお、必要資料を適時提出しないなど、協力しているとは認められないときは、その入札は四国地方整備局競争契約入札心得第８条
第１項第十一号に該当する入札として、無効として取扱いますのでご留意ください。

三．警察庁への意見聴取に対する協力について

四国地方整備局
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第２条（定義）
７ この法律において「民間競争入札」とは、次に掲げる手続をいう。
一 公共サービス改革基本方針において選定された国の行政機関等の公共サービスについて、民間事業者の間において、これを実施する者を決定するための手続であって、
第三章第二節の規定により行われるもの

第１０条（欠格事由）
次の各号のいずれかに該当する者は、官民競争入札に参加することができない。
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第六号に規定する暴力団員（以下この条において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から五年
を経過しない者

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する者
九 その者の親会社等（その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。次号において同じ。）が前各号のいずれかに該当
する者

第１５条（準用）
第１０条、（中略）の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。（以下、略）

【競争の導入による公共サービスの改革に関する法律】（平成１８年法律第５１号）

関係法令（抜粋）

第３条（親会社等）
法第１０条第九号（法第１５条、（中略）において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める者は、官民競争入札又は民間競争入札に参加しようとする者に対して次

のいずれかの関係（次項において「特定支配関係」という。）を有する者とする。
一 その総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第二号において同じ。）又は総出資者の議
決権の過半数を有していること。

二 その役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）に占める自己の役員又は職員（過去二年間に役員又は職員であった
者を含む。次号において同じ。）の割合が二分の一を超えていること。

三 その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。
２ ある者に対して特定支配関係を有する者に対して特定支配関係を有する者は、その者に対して特定支配関係を有する者とみなして、この条の規定を適用する。

【競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令】 （平成１８年政令第２２８号）

四国地方整備局
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暴力団排除に関する確認手続きの流れ・留意事項

入札公告

競争参加資格確認申請書等
の提出期限

競争参加資格の確認通知

入札書の提出期限

開 札

意見聴取完了後
落札予定者の通知

落札決定

 本様式は、参加しようとする業務毎に、それぞれの各分任支出負担行為担当官（各事
務所等）に提出が必要です。

 誓約書の提出を行わなかった者の競争参加資格は「無」となります。
 なお、令和３年度発注者支援業務等より、他の競争参加資格確認申請に係る様式と併

せて、『電子入札システム』にて提出してください。

競争参加資格確認申請書と併せて誓約書を、案件ごとに、それぞれの発注事
務所（分任支出負担行為担当官）に提出

 提出する様式は、令和３年度において四国地整管内発注案件で共通して使用しますの
で、複数の業務に参加する場合であっても、１部を１度、提出いただければ結構です。

 但し、年度途中の発注案件に参加する際、先に提出している内容に変更がある場合
（役員の変更など）には、再度の提出が必要となりますのでご注意ください。

 なお、暴排様式の提出を行わなかった者の入札は「無効」となります。
 様式１は、セルの統合等はせず、必ず配布した様式をそのまま使用願います（記載人

数が多数による場合の行の追加を除く）。
 また、暴排様式には個人情報が含まれますので、情報管理上、指定された提出先・提

出期間以外の提出はしないでください。
 特に提出期間については、競争参加資格が「有」とされた参加者に対して提出の依頼

を行っていますので、競争参加資格確認の結果が未通知にも関わらず、提出すること
の無いようお願いします。

 警察庁からの要請など、必要に応じて、住民票の写し、戸籍抄本、未成年者登記簿の
謄本又は登記事項証明書等の確認書類の提出を求める場合があります。

競争参加資格の確認通知で資格「有」の通知を受けた後、入札書の提出期限
までに、暴排様式１及び様式２を整備局契約課にメールと郵便で１部提出
※メールでの提出は様式１（確認用電子データ）のみ

暴力団排除に関する確認手続きの流れ及び留意事項は以下のとおりです。

四国地方整備局
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概要
 作成媒体：電子データ
 提出時期：競争参加資格確認申請書の提出時（競争参加資

格確認申請書等と併せて提出）
 提出先 ：各事務所等（契約担当官）
 提出方法：電子入札システム（３MBを超える場合の取扱

いは、入札説明書等に記載のとおり。）
 その他 ：入札参加事業者が設計共同体であるときは、当

該設計共同体及びすべての構成員の連名により
作成

誓 約 書

注意事項
 誓約書の提出が確認できない場合、競争参加資格の確認ができま

せんので、当該業者の競争参加資格は「無」となります、ご注意
ください。

 令和３年度に履行の発注者支援業務等より、他の競争参加資格確
認申請に係る様式と併せて、『電子入札システム』にて提出して
ください。

 なお、電子入札システムで提出する場合は押印を不要としますが、
紙入札で参加される場合は様式へ代表者印等押印のうえ、提出願
います。

 本様式は、参加しようとする業務毎に、それぞれの分任支出負担
行為担当官（各事務所等）に提出が必要です。

提出様式（誓約書） 四国地方整備局
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概要
 作成媒体：電子データ（エクセル様式）及び書面
 提出時期：競争参加資格確認通知の日から入札書の提出期限まで
 提出先：四国地方整備局 総務部 契約課 調査係
 提出方法：メール及び郵送（書留郵便に限る。）

（郵送にあたっては次頁の暴排様式２とともに、本様式を印刷した書面とデータを記録した記録媒体を一緒に提出）
 その他：入札参加事業者が設計共同体であるときは、各構成員がそれぞれ作成し、自社分を提出

確認用電子データ作成様式（暴排様式１）

注意事項
 作成にあたっては様式内の「（記入上の注意）」をご参照ください。

提出様式（確認用電子データ作成様式） 四国地方整備局

5



概要
 作成媒体：書面
 提出時期：競争参加資格確認通知の日から入札書の提出期限まで
 提出先：四国地方整備局 総務部 契約課 調査係
 提出方法：郵送（書留郵便に限る。）

（前頁の暴排様式１とともに提出）
 その他：入札参加事業者が設計共同体であるときは、各構成

員がそれぞれ作成し、自社分を提出

入札参加事業者確認資料送付書（暴排様式２）

注意事項
 提出する様式は、令和３年度に履行の四国地整管内事務所等で発

注する業務で共通して使用しますので、複数事務所等の複数業務
に参加する場合であっても、１部・１度の提出で構いません。

 但し、年度途中に発注される案件に参加する際に、先に提出して
いる内容に変更がある場合（役員の変更など）は、変更後の内容
での再度の提出が必要となりますので、ご注意ください。

 なお、暴排様式の提出を行わなかった者のした入札は四国地方整
備局競争契約入札心得第８条第１項第11号に該当する入札として
「無効」となります。

 提出期間については、競争参加資格が「有」とされた参加者に対
して提出依頼を行っています。競争参加資格確認の結果が未通知
にも関わらず提出することの無いようお願いします。

提出様式（入札参加事業者確認資料送付書） 四国地方整備局
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その他

• これらの書面については、個別の発注手続きに係る競争参加資格確認申請書等とは別に徴収し、その使用目的も「暴力団排除に関する
欠格事由の確認」であることから、競争参加資格確認申請書等とは異なり、提出後に当該書面の記載内容等の誤謬等に気付いた場合も
修正を可能としています。誤謬等があった場合は、速やかに末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

• なお、書面等の記載内容に関して窓口より確認を行うための電話等を行うことがあります。

「確認用電子データ作成様式」及び「入札参加事業者確認資料送付書」の記載内容に誤謬等があった場合の対応につ
いて

• 開札後、落札予定事業者についてのみ警察庁への意見聴取を実施します。意見聴取には３週間程度の期間を要しますが、（国土交通本
省経由で）警察庁より意見聴取の結果が来次第、落札予定者の通知（保留通知）を行います。

• 警察庁への意見聴取の結果、暴力団排除に関する欠格事由に該当するとされたときは、競争参加資格の確認をした後であっても当該競
争参加資格の要件を満たさない者とし、その者のした入札は四国地方整備局競争契約入札心得第８条第１項第一号に該当する入札とし
て、無効として取扱いますのでご留意ください。

暴力団排除に関する欠格事由の確認のための警察庁への意見聴取の実施について

四国地方整備局 総務部 契約課 調査係
ＴＥＬ．０８７－８５１－８０６１（内線２５２１）
暴力団排除に関する欠格事由の確認手続き以外の問い合わせについては、入札説明書等に記載の照会窓口を参考としてください。

暴力団排除に関する欠格事由の確認に係る問い合わせ窓口

四国地方整備局
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業
務
等
に
参
加
を
希
望
す
る
場
合
は
再

度
下
記

（
３
）
の
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
。
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（
１
）
提
出
先
 

 
 
 
四
国
地
方
整
備
局
 
総
務
部
 
契

約
課
 
調
査
係
 

〒
７
６
０
-
８
５
５
４
 
香
川
県
高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
３
番
３
３
号
 

 （
２
）
提
出
期
限
（
期
間
）
 

 
 

 
競

争
参

加
資

格
確

認
通

知
時

に
お

い
て

資
格

が
「

有
」

と
通

知
さ

れ
た

時
か

ら
令

和

３
年
２
月
１
５
日
（
月
）
１
６
：

０
０
 
（
入
札
書
の
提
出
期
限
と
同
じ
）
ま
で
。
 

 
 
な
お
、
上
記
期
限
ま
で
に
下
記
(
３
)
に
掲
げ
る
提
出
資
料
を
提
出
し
な
い
場
合
は
四
国

地
方
整
備
局
競
争
契
約
入
札
心
得

第
８
条
第
１
項
第
１
１
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

取
り
扱
う
場
合
が
あ
る
の
で
留
意

す
る
こ
と
。
 

 （
３
）
提
出
資
料
 

①
確
認
用
電
子
デ
ー
タ
（
様
式
１
に
則
る
こ
と
。
な
お
、
意
見
聴
取
対
象
者
に
つ
い
て

は
、
参
考
１
及
び
参
考
２
を

参
照
の
こ
と
。
）
 

＊
様
式
１
の
作
成
の
際
は
、
セ
ル
の
統
合
や
解
除
等
は
せ
ず
、
必
ず
配
布
し
た
様
式

を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ

と
（
記
載
の
人
数
が
多
数
に
よ
る
場
合
の
行
の
追
加
は

除
く
）
。
 

②
入
札
参
加
事
業
者
確
認
資
料

送
付
書
（
様
式
２
に
則
る
こ
と
。
）
 

な
お
、
警
察
庁
へ
の
意
見
聴
取
に
際
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
抄

本
、
未
成
年
者
登
記
簿
の
謄
本
又
は
登
記
事
項
証
明
書
等
の
確
認
書
類
の
提
出
を
求
め
る

場
合
が
あ
る
（

確
認
書
類
の
提
出
を
求
め
る
場
合
は
別
途
連
絡

す
る
）
。
 

 

（
４
）
提
出
方
法
そ
の
他
留
意
事
項
 

上
記
（
３
）
の
資
料
の
提

出
方

法
に
つ
い
て
は
、
①

確
認
用
電
子
デ
ー
タ
を
電
子
メ
ー

ル
の
添

付
文

書
と
し

て
送

信
す
る

と
と
も

に
、

②
入
札
参

加
事

業
者
確

認
資

料
送
付
書

（
送
信
し
た
確
認
用
電
子
デ
ー
タ

を
印
刷
し
た
も
の
を
添
付
す
る
こ
と
）
及
び
当
該
確
認

用
電
子

デ
ー

タ
を
記

憶
さ

せ
た
Ｃ

Ｄ
－

Ｒ
等
を

併
せ

て
郵
送

す
る

こ
と
（

郵
送
は
、
書

留
郵
便
に
限
る
。
）
。
 

 

（
電
子
メ
ー
ル
送
信
先
：

kyousou-k8801@
m

lit.go.jp
）
 

   

様
式
１
 
確
認
用
電
子
デ
ー
タ
作
成
様
式
 

様
式
２
 
入
札
参
加
事
業
者
確
認
資
料
送
付
書
 

参
考
１
 
意
見
聴
取
対
象
者
等
 

参
考
２
 
暴
力
団
排
除
に
関
す
る
欠
格
事
由
 

9



（
様

式
１

９
）

 

分
任

支
出

負
担

行
為

担
当

官
 

 
四

国
地

方
整

備
局

 

○
○

事
務

所
長

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

殿
 

令
和
○

○
年

○
○

月
○

○
日

 

住
所

 

商
号

又
は

名
称

 

代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 

 

 

誓
 

 
 

約
 

 
 

書
 

 

令
和

○
○

年
○

○
月

○
○

日
付

け
で

公
告

の
あ

り
ま

し
た

○
○

○
○

○
業

務
（

以
下

「
本

業
務

」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
、

入
札

説
明

書
を

熟
読

し
た

上
で

下
記

の
と

お
り

誓
約

し
ま

す
。

 

 
こ

の
誓

約
が

虚
偽

で
あ

り
、

又
は

こ
の

誓
約

に
反

し
た

こ
と

に
よ

り
、

当
方

が
不

利
益

を
被

る
こ

と
と

な
っ

て
も

、
異

議
は

一
切

申
し

立
て

ま
せ

ん
。

 

記
 

 １
 

競
争

の
導

入
に

よ
る

公
共

サ
ー

ビ
ス

の
改

革
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
5
1
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

1
5
条

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

1
0
条

各
号

（
第

1
1
号

を
除

く
。

）
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

こ
と

及
び

暴
力

団
又

は
暴

力
団

関
係

者
を

再
委

託
先

と
し

な
い

こ
と

を

誓
約

し
ま

す
。

 

ま
た

、
暴

力
団

排
除

に
関

す
る

欠
格

事
由

（
法

第
1
5
条

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

1
0
条

第
4

号
及

び
第

6
号

か
ら

第
9
号

ま
で

に
規

定
す

る
内

容
）

に
つ

い
て

四
国

地
方

整
備

局
が

別
に

定
め

る
手

続
に

よ
り

行
う

警
察

庁
へ

の
意

見
聴

取
に

協
力

す
る

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

。
 

な
お

、
警

察
庁

へ
の

意
見

聴
取

の
結

果
、

暴
力

団
排

除
に

関
す

る
欠

格
事

由
に

該
当

す
る

と
さ

れ
た

と
き

は
、

競
争

参
加

資
格

の
確

認
を

受
け

た
後

で
あ

っ
て

も
競

争
参

加
資

格
を

満
た

さ
な

い

者
と

し
て

入
札

無
効

と
さ

れ
る

こ
と

に
異

存
あ

り
ま

せ
ん

。
ま

た
、

四
国

地
方

整
備

局
が

行
う

警

察
庁

へ
の

意
見

聴
取

に
協

力
し

な
か

っ
た

と
き

は
、

四
国

地
方

整
備

局
競

争
契

約
入

札
心

得
第

8

条
第

1
項

第
1
1
号

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

入
札

無
効

と
さ

れ
る

こ
と

に
異

存
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 ２
 

競
争

参
加

資
格

確
認

申
請

書
の

提
出

日
に

お
い

て
予

定
配

置
管

理
技

術
者

と
の

間
に

お
い

て

直
接

的
雇

用
関

係
が

成
立

し
て

い
ま

せ
ん

が
、

契
約

締
結

日
ま

で
に

直
接

的
雇

用
関

係
が

成
立

す
る

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

。
直

接
的

雇
用

関
係

が
成

立
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
確

認
で

き
る

書
類

を
提

出
し

ま
す

。
な

お
、

契
約

締
結

日
ま

で
に

直
接

的
雇

用
関

係
が

成
立

し
な

い
と

き
は

、

四
国

地
方

整
備

局
競

争
契

約
入

札
心

得
第

8
条

第
1
項

第
1
1
号

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

入
札

無
効

と
さ

れ
る

こ
と

に
異

存
あ

り
ま

せ
ん

。
（

該
当

す
る

場
合

の
み

記
載

）
 

 （
注
意
）

設
計
共

同
体

の
場

合
は

、
設

計
共

同
体

名
を
表

示
の

う
え
、
各

構
成
員

の
連
名

で
作

成
す
る
こ

と
。

 

（
注

意
）

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

で
提

出
さ

れ
る

場
合

は
、

本
様

式
へ

の
押

印
は

不
要

で
す

。
た

だ
し

、
発

注
者

の
承

諾
を

得
 

 
 
 
て

紙
入
札

に
よ

る
場

合
は

記
名

押
印

の
う

え
、
提

出
し

て
く
だ
さ

い
。

 

（
参

考
）

暴
力

団
関

係
者

：
暴

力
団

の
構

成
員

及
び

暴
力

団
に

自
発

的
に

資
金

、
便

宜
を

供
与

す
る

等
協

力
し

又
は

暴
力

団

若
し
く
は

暴
力

団
構

成
員

を
利

用
す

る
等

、
こ
れ

と
交
わ

り
を

持
つ
者
を

い
う
。

 

10



○確認用電子データ作成様式（対象となる公共サービス：発注者支援業務等） （別添１様式１）　　

元号 年 月 日 名称等 所在地

【記載例１】

代表取締役社長 公共　太郎 ｺｳｷｮｳ ﾀﾛｳ S 33 03 03 M 東京都港区虎ノ門○－○－○ （株）公共サービス 東京都千代田区霞が関△－△－△

専務取締役企画部長 公共　次郎 ｺｳｷｮｳ ｼﾞﾛｳ S 44 04 04 M 東京都新宿区歌舞伎町○－○－○ （株）公共サービス 東京都千代田区霞が関△－△－△

常務取締役営業部長 公共　三郎 ｺｳｷｮｳ ｻﾌﾞﾛｳ S 55 05 05 M 東京都葛飾区小菅○－○－○ （株）公共サービス 東京都千代田区霞が関△－△－△

・・・

【記載例２】

主要株主等 株式会社霞ヶ関コンサル ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｶｽﾐｶﾞｾｷｺﾝｻﾙ 東京都千代田区霞が関▲－▲－▲ （株）公共サービス 東京都千代田区霞が関△－△－△

　（記入上の注意）

注２）　意見聴取に際し、必要に応じて、住民票の写し、戸籍抄本、未成年者登記簿の謄本又は登記事項証明書等の確認書類の提出を求める場合があります。

注３）　意見聴取対象者が25名を超える場合は行を追加して下さい。

注５）　「氏名漢字」欄は、全角で入力し、姓と名の間を全角で１スペース空けて下さい。常用漢字でない等の理由により漢字入力ができない場合は当該漢字に代えて平仮名で入力して下さい。

注６）　「氏名カナ」欄は、「氏名漢字」欄を入力すると自動入力されます（=ASC(PHONETIC(*)）。表示内容を確認し、正しくなければ、直接、半角カタカナで入力し、姓と名の間を半角で１スペース空けて下さい。

注７）　「生年月日」欄の「元号」は、明治「M」、大正「T」、昭和「S」、平成「H」と半角で入力して下さい。年月日はそれぞれ半角２桁の数字で入力して下さい。

注８）　「性別」欄は、男性「M」、女性「F」と半角で入力して下さい。

注９）　「住所」欄は、その者の住所を記載して下さい。なお、郵便番号は不要です。

注１０）　「入札参加事業者」欄の「名称等」及び「所在地」は、意見聴取の対象者すべてについて同一の内容を記載して下さい。なお、「名称等」で表示する商号は略称で記載して下さい。

注１１）　意見聴取対象者が法人である場合は、「氏名漢字」及び「氏名カナ」欄に法人の商号又は名称を、「住所」欄に法人の主たる事務所の所在地を記載して下さい。「生年月日」及び「性別」欄は空欄で構いません。なお、こ
の際に「氏名幹事」で表示する商号は正式名称（略称は使用しない。）で記載して下さい。

入札参加事業者

注１）　上記の表に記載された内容は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第１０条各号（第11号を除く。）に規定されている欠格事由該当性の審査に必要であり、上記の表に記載されている個人情報について
は、欠格事由該当性の審査のため、必要な範囲において利用し又は警察庁等関係行政機関に対し提供します。

注４）　「事業者との関係」欄は、その者が入札参加事業者（貴社）において又は貴社との関係で、どのような立場、関係にあるのかを入力して下さい（例　「代表者」、「取締役」、「親会社の役員」、「主要株主」、「顧問」、「事業者
の法定代理人」など）。

事業者との関係 氏　名　漢　字
氏　名　カ　ナ
（自動入力）

生　年　月　日
性別 住　　　　　　　所
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（
別
添
１

様
式
２

）
 

 
令

和
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 
  

 ○
○

地
方

整
備

局
長

 
殿

 
              

 
                        

 
 

 
（

郵
便

番
号

 
 

 
 

 
 

）
 

入
札

参
加

事
業

者
 

住
 

 
所

 
 

電
話

番
号

（
 

 
 

）
        

 
商

 
 

号
 

又
は

名
称

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

                              
○ 印

 
                                            

 
 

 
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

代
表

者
氏

名
）

 
 

法
定

代
理

人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 印

 
氏

 
 

名
 

   

入
札

参
加

事
業

者
確

認
資

料
送

付
書

 
   

意
見

聴
取

対
象

者
に

係
る

確
認

資
料

を
送

付
し

ま
す

。
な

お
、

こ
の

書
面

及
び

提
出

資
料

の
記

載
事

項
は

、
事

実

に
相

違
あ

り
ま

せ
ん

。
 

      
（

留
意

事
項

）
 

 １
 

こ
の

書
面

及
び

提
出

書
類

は
、

競
争

の
導

入
に

よ
る

公
共

サ
ー

ビ
ス

の
改

革
に

関
す

る
法

律
第

１
０

条
各

号
（

第
１

１
号

を
除

く
。

）
に

規
定

さ
れ

て
い

る
欠

格
事

由
該

当
性

の
審

査
に

必
要

で
あ

り
、

こ
の

書
面

及

び
提

出
書

類
に

記
載

さ
れ

て
い

る
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
欠

格
事

由
該

当
性

の
審

査
の

た
め

、
必

要
な

範

囲
に

お
い

て
利

用
し

又
は

警
察

庁
等

関
係

行
政

機
関

に
対

し
提

供
し

ま
す

。
 

 ２
 

こ
の

書
面

に
確

認
用

電
子

デ
ー

タ
の

内
容

を
印

刷
し

た
も

の
を

添
付

す
る

と
と

も
に

、
当

該
確

認
用

電
子

デ
ー

タ
を

記
憶

さ
せ

た
Ｃ

Ｄ
－

Ｒ
等

の
提

出
を

お
願

い
し

ま
す

。
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（
別
添

１
参

考
１

）
 

意
見
聴
取
対
象
者
等
 

 
 

 
意
見
聴
取
の
対
象

（
※
１

）  
意

見
聴

取
に
必

要
な

事
項
 

 
      落

 

    札
 

    予
 

    定
 

    事
 

    業
 

    者
      

 個人の場合
 

①
 

入
札
参
加
事
業
者
 

  

・
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、
住

所
 

・
商

号
又

は
屋

号
（
※
２
）
 

 

②
 

①
の
法
定
代
理
人

（
※

３
）
 

 
・

氏
名

、
生
年

月
日

、
性

別
、
住

所
 

      法
 

      人
 

    の
 

      場
 

      合
 

③
 

入
札
参
加
事
業
者
 

 
・

商
号

又
は
名

称
 

・
主

た
る

事
業

所
の

所
在

地
 

 
④
 

③
の
役
員

（
※
４

）
 

  

・
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、
住

所
、

役
職
名
 

⑤
 

④
の
法
定
代
理
人

（
※

３
）
 

 
・

氏
名

、
生
年

月
日

、
性

別
、
住

所
 

⑥
 

③
の
主
要
株
主
等

（
※

５
）
（
個
人
）
 

・
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、
住

所
 

 

⑦
 

③
の
主
要
株
主
等

（
※

５
）
（
法
人
）
 

 
・

商
号

又
は
名

称
 

  
⑧
 

相
談
役
、
顧
問
等
④
と
同
等
以
上
の
支
配
力

を
有

す
る

者
 

・
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、
住

所
 

⑨
 

③
の
親
会
社
等

（
※
６
）
（
個
人
）
 

・
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、
住

所
 

 

⑩
 

⑨
の
法
定
代
理
人

（
※

３
）  

・
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、
住

所
 

 

⑪
 

③
の
親
会
社
等

（
※
６
）
（
法
人
）
 

・
商

号
又

は
名

称
 

 

⑫
 

⑪
の
役
員

（
※
４

）  
・

氏
名

、
生
年

月
日

、
性

別
、
住

所
 

⑬
 

⑫
の
法
定
代
理
人

（
※

３
）  

・
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、
住

所
 

⑭
 

相
談
役
、
顧
問
等
⑫
と
同
等
以
上
の
支
配
力

を
有

す
る

者
 

・
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、
住

所
 

 

 
※
１
 

「
意
見
聴
取

の
対

象
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
該
当

す
る

者
が

い
る
場

合
に

対
象

と
す
る

。
 

※
２
 
「
商
号

又
は

屋
号

」
は
、

商
号

登
記

を
し
て

い
る

と
き

は
そ
の

商
号

を
、

商
号
登

記
し

て
い

な
い
と

き
は

屋
号

等
の
名

称
の

う
ち

１
個
を
記
載
す
る
。
 

※
３
 
「
法
定

代
理

人
」

と
は
、

営
業

に
関

し
成
年

者
と

同
一

の
行
為

能
力

を
有

し
な
い

未
成

年
者

の
場
合

の
当

該
未

成
年
者

の
法

定
代

理
人
を
い
う
。

 
※

４
 
「
役
員

」
と

は
、

理
事
、

取
締

役
、

執
行
役

、
業

務
を

執
行
す

る
社

員
、

監
事
、

監
査

役
又

は
こ
れ

ら
に

準
ず

る
者
を

い
う

。
 

※
５
 
「
主
要
株
主
等
」
と
は

、
発
行

済
株

式
総
数

の
１

０
０

分
の
５

以
上

の
株

式
を
所

有
す

る
株

主
及
び

出
資

総
額

の
１
０

０
分

の
５

以
上
の
額
に
相
当
す

る
出
資
を
し
て

い
る

者
を

い
う
。
 

※
６
 
こ
こ
で

い
う
「
親
会
社

等
」
は

、
入

札
参

加
事
業

者
に

対
し

て
公
共

サ
ー

ビ
ス
の

改
革

に
関

す
る
法

律
施

行
令

第
３
条

第
１

項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
関
係
（
特
定

支
配

関
係
）

を
有

し
て

い
る
者

の
み

を
い

い
、
同

条
第

２
項

に
規
定

す
る

者
は

含
ま
な

い
も

の
と

す
る
。

 
①

 
そ

の
総

株
主

（
株

主
総

会
に

お
い

て
決

議
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

事
項

の
全

部
に

つ
き

議
決

権
を

行
使

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
株

主
を

除
く

。
）

又
は

総
出

資
者

の
議

決
権

の
過

半
数

を
有

し
て

い
る

こ
と

。
（

第
１

号
）

 
②

 
そ

の
役

員
（

理
事

、
取

締
役

、
執

行
役

、
業

務
を

執
行

す
る

社
員

又
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
占

め
る

自
己

の
役

員
又

は
職

員
（

過
去

２
年

間
に

役
員

又
は

職
員

で
あ

っ
た

者
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
の

割
合

が
２

分
の

１
を

超
え

て
い

る
こ

と
。

（
第

２
号

）
 

③
 

そ
の

代
表

権
を

有
す

る
役

員
の

地
位

を
自

己
又

は
そ

の
役

員
若

し
く

は
職

員
が

占
め

て
い

る
こ

と
。

（
第

３
号

）
 

※
７
 
意
見
聴

取
に

際
し

、
必
要

に
応

じ
て

、
住

民
票
の

写
し
、
戸

籍
抄
本

、
未

成
年

者
登
記

簿
の

謄
本
又

は
登

記
事

項
証
明

書
等

の
確

認
書
類
の
提
出
を
求

め
る
場
合
が
あ
る
。
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（
別
添
１
参
考
２
）
 

暴
力
団
排
除
に
関
す
る
欠
格
事
由
 

    （
【
１
】
説
明
）
 

上
記
の
と
お
り
。
 

（
【
２
】
説
明
）
 

 
「
営
業

に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
」
と
は
、
以
下
の

者
以
外
の
未
成
年
者
を
い
う
。
 

①
親
権
者
又
は
後
見
人
か
ら
営
業

を
許
可
さ
れ
た
者
（
民
法
第
６
条
）

②
婚
姻
に
よ
り
成
年
に
達
し
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
者
（
民
法
第
７
５
３
条
）

（
【
３
】
説
明
）
 

「
役
員
」
と
は
、
理
事
、
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
及
び
監
事
、
監

査
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
 

①
「
理
事
」
「
監
事
」
は
、
財
団
法
人
及
び
社
団
法
人
等
の
場
合
で
あ
る
。

②
「

取
締
役
」
「
執
行
役
」
「
業
務
を
執
行
す
る
社
員
」
「
監
査
役
」
は
、
会
社
法
の

株
式
会
社
、
持
分
会
社
等
の
場
合
で
あ
る
。

③
「
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
」
は
、
法
人
格
を
有
す
る
そ
の
他
の
団
体
に
お
け
る
役
員

【
１
】
法
第
１
０
条
第
４
号
関
係
 

 
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
５
年

を
経
過
し
な
い
者
 

【
２
】
法

第
１
０
条
第
６
号
関
係
 

 
営

業
に

関
し

成
年

者
と

同
一

の
行

為
能

力
を

有
し

な
い

未
成

年
者

で
そ

の
法

定
代

理
人

が
【
１
】

に
該
当
す
る
も
の
 

【
３
】
法
第
１
０
条
第
７
号
関
係
 

 
法

人
で

あ
っ

て
、

そ
の

役
員

の
う

ち
に

【
１

】
又

は
【

２
】

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
が
あ
る
も
の
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で
あ
っ
て
、
理
事
、
取
締

役
、
執
行
役
、
業
務
を
執

行
す
る
社
員
、
監
事
、
監

査

役
と
名
称
は
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
 

（
【
４
】
説
明
）
 

法
第
１
０
条
第
８
号
に
い
う
「
事
業

活
動
を
支
配
す
る
者
」
に
関
し
て
は
、
次
に
掲
げ

る
者
が
意
見
聴
取
対
象
者
と
さ
れ
て
い

る
。
 

①
相

談
役
、
顧
問
等
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
入
札
参
加
事
業
者
（
法
人
の
場
合
）

の
役
員
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
者

②
入

札
参
加
事
業
者
（
法
人
の
場
合
）
の
発
行
済
株
式
（
自
己
株
式
を
除
く
。
）
の

総
数
の
１
０
０
分
の
５
以
上
の
株
式
を
所
有
す
る
株
主

③
入

札
参
加
事
業
者
（
法
人
の
場
合
）
の
出
資
総
額
（
自
己
の
出
資
分
を
除
く
。
）

の
１
０
０
分
の
５
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者

（
【
５
】
説
明
）
 

「
そ
の
者
の
親
会
社
等
」
と
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と

い
う
。
）
第
３
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
 

①
施
行
令
第
３
条
第
１
項
第
１
号
の
「
株
主
総
会

に
お
い
て
決
議
す
る
こ
と
が
で

き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
主
」
と
は
、

「
株
の
発
行
者
（
自
己
株
式
の
場
合
）
」
、
「
株
式
持
ち
合
い
の
場
合
の
株
式
所
有

者
」
等
を
い
う
。
 

②
同
条
第
２
号
及
び
第
３
号
の
「
役
員
」
に
は
、
社
団
法
人
等
の
「
監
事
」
及
び

株
式
会
社
等
の
「
監
査
役
」
等
の
監
査
関
係
の
役
員
は
含
ま
れ
な
い
。
 

法
第
１
０
条
第
９
号
に
い
う
「
親
会
社
等
」
の
う
ち
、
入
札
参
加
事
業
者
に
対
し
て
施

行
令
第
３
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
関
係
（
以
下
「

特
定
支
配
関
係
」
と

い
う

。
）

を
有

す
る

者
が
意

見
聴
取

対
象

者
と

さ
れ
て

い
る
。

な
お

、
施

行
令
第

３
条

第

【
４
】
法
第
１
０
条
第
８
号
関
係
 

暴
力

団
員

又
は

暴
力

団
員

で
な

く
な

っ
た

日
か

ら
５

年
を

経
過

し
な

い
者

が
そ

の
事

業

活
動
を
支
配
す
る
者
 

【
５
】
法
第
１
０
条
第
９
号
関
係
 

そ
の

者
の

親
会

社
等

（
そ

の
者

の
経

営
を

実
質

的
に

支
配

す
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

関

係
に
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
）
が
【
１
】
か
ら
【
４
】
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
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２
項
に
規
定
す
る
「
あ
る

者
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
者
に
対
し
て
特
定
支
配

関
係
を
有
す
る
者
」
は
意
見
聴
取
対
象

者
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
 

（
参
照
条
文
）
 

●
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス

の
改
革
に
関
す
る
法
律

（
平
成
１
８
年
法
律
第
５
１
号
）
 

（
欠
格
事
由
）
 
 

第
十

条
 

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
は

、
官

民
競

争
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が

で
き
な
い
。
 

一
 
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
ら
と
同
様
に
取
り
扱

わ
れ
て
い
る
者
 

二
 
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同

様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者
 

三
 
禁
錮
以
上
の
刑
（
こ
れ
に
相
当

す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、

又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
 

四
 
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
」
と

い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
 

五
 
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
解
除
さ
れ
、
そ
の
解
除
の
日
か
ら
起
算
し

て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
 

六
 
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
そ
の
法
定
代
理

人
が
前
各
号
又
は
次
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

七
 
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も

の
 

八
 
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
す
る
者
 

九
 
そ
の
者
の
親
会
社
等
（
そ
の
者
の
経
営
を
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
関

係
に
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
前
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 

十
 
そ
の
者
又
は
そ
の
者
の
親
会
社
等
が
他
の
業
務
又
は
活
動
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
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い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
当
該
他
の
業
務
又
は
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
官
民
競
争
入
札

対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
公
正
な
実

施
又
は
当
該
官
民
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
に

対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
者
 

十
一
 
法
令
の
特
例
に
お
い
て
定
め

ら
れ
た
当
該
官
民
競
争
入
札
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
を

実
施
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民

間
事
業
者
に
必
要
な
資
格
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
な
い
者
 

十
二
 
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員

会
の
委
員
又
は
当
該
委
員
と
政
令
で
定
め
る
直
接
の

利
害
関
係
の
あ
る
者
 

 

（
準
用
）
 
 

第
十
五
条
 
第
十
条
、（

中
略
）
の
規
定
は
、
国
の
行
政
機
関
等
の
長
等
が
実
施
す
る
民
間
競

争
入
札
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、（

中
略
）
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
 

  ●
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス

の
改
革
に
関
す
る
法
律
施
行
令
 

（
平
成
１
８
年
政
令
第
２
２
８
号
）
 

 

（
親
会
社
等
）
 
 

第
三

条
 

法
第

十
条

第
九

号
（

法
第

十
五

条
、

第
十

七
条

及
び

第
十

九
条

に
お

い
て

準
用

す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
官
民
競
争
入
札
又
は
民
間
競
争
入

札
に

参
加

し
よ

う
と

す
る

者
に

対
し

て
次

の
い

ず
れ

か
の

関
係

（
次

項
に

お
い

て
「

特
定

支
配
関
係
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る

者
と
す
る
。
 
 

一
 
そ
の
総
株
主
（
株
主
総
会
に
お
い

て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き

議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
株
主
を
除
く
。
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
過
半
数
を

有
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

二
 
そ
の
役
員
（
理
事
、
取
締
役
、
執

行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
占
め
る
自
己
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
役
員
又

は
職
員
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
て
い

る
こ
と
。
 
 

三
 
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
地

位
を
自
己
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
が
占
め
て

い
る
こ
と
。
 
 

２
 

あ
る

者
に

対
し

て
特

定
支

配
関

係
を

有
す

る
者

に
対

し
て

特
定

支
配

関
係

を
有

す
る

者

は
、

そ
の

者
に

対
し

て
特

定
支

配
関

係
を

有
す

る
者

と
み

な
し

て
、

こ
の

条
の

規
定

を
適

用
す
る

。
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●
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）
 

（
定
義
）
 
 

第
二

条
 

こ
の

法
律

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 
 

一
～
五
 
（
略
）
 

六
 
暴
力
団
員
 
暴
力
団
の
構
成
員
を
い
う
。
 
 

七
・
八
 
（
略
）
 

●
民
法
（
明
治
２
９
年
法
律
第
８
９
号

）

（
未
成
年
者
の
営
業
の
許
可
）
 
 

第
六

条
 

一
種

又
は

数
種

の
営

業
を

許
さ

れ
た

未
成

年
者

は
、

そ
の

営
業

に
関

し
て

は
、

成

年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
す
る
。
 
 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

未
成

年
者

が
そ

の
営

業
に

堪
え

る
こ

と
が

で
き

な
い

事
由

が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

法
定

代
理

人
は

、
第

四
編

（
親

族
）

の
規

定
に

従
い

、
そ

の
許

可
を

取
り
消
し
、
又
は
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
婚
姻
に
よ
る
成
年
擬
制
）
 
 

第
七

百
五

十
三

条
 

未
成

年
者

が
婚

姻
を

し
た

と
き

は
、

こ
れ

に
よ

っ
て

成
年

に
達

し
た

も

の
と
み
な
す
。
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